
 

 

 

発信日：2022 年 7 月 4 日 

 

情報通信第84号の続報です。 

在留資格認定証明書の有効期間は、作成日が今月末7/31までは作成日から6か月

間有効として取り扱われますが、来月8/1以降は、作成日から3か月間有効とする

方針が示され、有効期間を延長する措置は今回限りということになりました。 

詳しくは、出入国在留管理庁HPをご確認ください。 

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のテーマ「新型コロナウイルス感染症に関する法務省周知-続報⑬」について 

 

 

外国人技能実習機構HP 

https://www.otit.go.jp/ 

「よくあるご質問」→「新型コ

ロナウイルス関係」をご確認く

ださい。 

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html
https://www.otit.go.jp/

